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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体装置であって、
　基板と、
　複数のバンプを介して前記基板の一方の面に接続され、該一方の面に素子形成面が対向
している半導体チップと、
　前記半導体チップの前記素子形成面と前記基板の前記一方の面との間に充填されたアン
ダーフィル樹脂と、
　を有し、
　前記アンダーフィル樹脂は、
　前記複数のバンプのうち最外周に配置されている複数のバンプの配置領域及びその内側
に形成された第１のアンダーフィル樹脂と、
　前記第１のアンダーフィル樹脂の外側に形成された第２のアンダーフィル樹脂と、
　を含み、
　前記基板の熱膨張係数が前記第１のアンダーフィル樹脂の熱膨張係数よりも大きく、
　前記第２のアンダーフィル樹脂の熱膨張係数が前記第１のアンダーフィル樹脂の熱膨張
係数よりも大きく、
　当該半導体装置は、
　前記半導体チップ及び前記アンダーフィル樹脂を封止する片面封止型の封止樹脂を有し
、
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　前記封止樹脂は、熱硬化性であり、且つ、その熱膨張係数が前記基板の熱膨張係数より
も大きいことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記第２のアンダーフィル樹脂が前記第１のアンダーフィル樹脂の外側から前記半導体
チップの上面に亘って形成され、
　前記第２のアンダーフィル樹脂の熱膨張係数が前記封止樹脂の熱膨張係数よりも大きい
ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記半導体チップ上に積層された１つ以上の第２の半導体チップを有し、
　前記封止樹脂は、前記第２の半導体チップも封止しており、
　前記第２のアンダーフィル樹脂が前記第１のアンダーフィル樹脂の外側から前記半導体
チップの上面に亘って形成され、
　前記第２のアンダーフィル樹脂の熱膨張係数が前記封止樹脂の熱膨張係数よりも大きい
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　半導体チップの素子形成面が、基板の一方の面に対向するように、複数のバンプを介し
て前記基板に前記半導体チップを接続する第１工程と、
　前記半導体チップの前記素子形成面と前記基板の前記一方の面との間にアンダーフィル
樹脂を充填する第２工程と、
　前記半導体チップ及び前記アンダーフィル樹脂を封止する片面封止型の封止樹脂を形成
する工程と、
　を有し、
　前記第２工程は、
　前記複数のバンプのうち最外周に配置されている複数のバンプの配置領域及びその内側
に、前記基板よりも熱膨張係数が小さい第１のアンダーフィル樹脂を形成する第３工程と
、
　前記第１のアンダーフィル樹脂の外側に、前記第１のアンダーフィル樹脂よりも熱膨張
係数が大きい第２のアンダーフィル樹脂を形成する第４工程と、
　を含み、
　前記封止樹脂は、熱硬化性であり、且つ、その熱膨張係数が前記基板の熱膨張係数より
も大きいことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第３工程は、前記第１工程の後で、前記素子形成面と前記一方の面との間に前記第
１のアンダーフィル樹脂を注入する工程であることを特徴とする請求項４に記載の半導体
装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高密度実装が可能な小面積、薄型のパッケージとして、半導体チップ（以下、チ
ップ）と半導体基板（以下、基板）との電気的接続にフリップチップ工法を採用した半導
体装置（半導体パッケージ（以下、パッケージ））の需要が高まっている。
【０００３】
　フリップチップ工法は、以下の手順で行うことができる。先ず、チップの表面（回路形
成面）と基板の配線面（チップとの接続配線を形成する側）とを互いに向かい合わせる。
次に、チップの表面に形成されている電極パッドと基板の配線上に形成されている電極パ
ッドとを、はんだ、金、銅等により形成されたバンプ（接続媒体）を介して相互に接続（
フリップチップ接続）する。



(3) JP 5250524 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

【０００４】
　このフリップチップ接続を介するバンプは、予めチップの電極パッド上或いは基板の電
極パッド上に形成されており、ある程度の高さ（５μｍ～１００μｍ）を持つ。このため
、チップを基板に接続した後、チップの表面と基板との間には空隙が生じる。
【０００５】
　この空隙には、アンダーフィル樹脂を充填することが一般的である。このアンダーフィ
ル樹脂により、チップの電極パッド、バンプ、及び、基板の電極パッドの相互間の接合部
の物理的保護ができる。それとともに、このアンダーフィル樹脂により、パッケージが実
装時に曝される高温によってバンプが再溶融し隣り合う接合部間をブリッジしてしまうこ
とにより隣り合う電極どうしがショートすることを防止できる。
【０００６】
　このようにアンダーフィル樹脂は接合部の物理的保護も目的とすることから、その材質
としては、樹脂の中でも比較的、低膨張かつ高剛性の樹脂が適用される。アンダーフィル
樹脂の特性値は、例えば、Ｔｇ（ガラス転移温度）が１３５～１４５℃、α１（Ｔｇ未満
における線膨張係数）が３０～４０ｐｐｍ／℃、α２（Ｔｇ以上における線膨張係数）が
８０～１５０ｐｐｍ／℃、Ｅ（弾性率）が５～１０ＧＰａであることが挙げられる。フリ
ップチップ接合工程以降のパッケージ製造過程やパッケージの実装時での温度変化により
、接合部には、チップと基板の熱膨張係数（例えば、線膨張係数）の差に起因する熱応力
が加わるが、このようにアンダーフィル樹脂を高剛性とすることにより、その熱応力を緩
和できる。
【０００７】
　ここで、チップ表面と基板との間の空隙へのアンダーフィル樹脂の形成方法を、空隙へ
のアンダーフィル樹脂の供給タイミング或いは供給方法で分類すると、主に以下の３種類
がある。
【０００８】
　第１の方法は、フリップチップ接続後にチップ－基板間の空隙に液状のアンダーフィル
樹脂を充填する方法である。
【０００９】
　第２の方法は、フリップチップ接続前に、予め基板上に液状のアンダーフィル樹脂を塗
布しておくか又はフィルム状のアンダーフィル樹脂を貼り付けておき、フリップチップ接
続を行うことによって、そのアンダーフィル樹脂をチップ－基板間の空隙に供給（配置）
する方法である。
【００１０】
　第３の方法は、フリップチップ接続前に、予めチップ表面上にフィルム状のアンダーフ
ィル樹脂を貼り付けておくか又は液状のアンダーフィル樹脂を塗布及び半硬化させておき
、フリップチップ接続を行うことによって、そのアンダーフィル樹脂をチップ－基板間の
空隙に供給（配置）する方法である。
【００１１】
　これらのうち、第１の方法について詳述する。先ず、チップを基板にフリップチップ接
続する。この接続の際はチップ及び基板は一般的に２００℃～３５０℃の温度まで昇温さ
せる。チップと基板がフリップチップ接続により一体となった半製品が常温に戻った際に
は、チップ（例えば、α：３～５ｐｐｍ／℃、Ｅ：１３０ＧＰａ）と基板（例えば、α１
：１５～２５ｐｐｍ／℃、α２：５～３５ｐｐｍ／℃、Ｔｇ：１２０～１５０℃、Ｅ：１
５～３０ＧＰａ）との熱膨張係数差に起因して、熱応力による反りがチップ及び基板に生
じる。通常はチップよりも基板の熱膨張係数の方が大きいことから、チップを基板の上に
配置すると常温では基板の反りは上に凸となる。そして、フリップチップ接続後にアンダ
ーフィル樹脂をチップと基板との間の空隙に充填する際には、半製品の温度を４０℃～１
００℃としてアンダーフィル樹脂を注入する。その注入後にアンダーフィル樹脂を硬化さ
せるには、半製品の温度を１００℃～２００℃の範囲にすることが一般的である。このよ
うに、アンダーフィル樹脂の注入時及び硬化時の温度は、フリップチップ接続時の温度と
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比較すると何れも低温である。このため、アンダーフィル樹脂の注入時及び硬化時におけ
る基板は（常温時と比べるとアンダーフィル樹脂の熱収縮により反りが若干は緩和される
ものの）、チップが上とすると、上に凸に反ったままとなる。
【００１２】
　同様に、第２及び第３の方法の場合も、フリップチップチップ接続は、２００℃～３５
０℃の温度で行い、その後のアンダーフィル樹脂の硬化も１００℃～２００℃の範囲で行
うのが一般的である。このため、フリップチップ接続後の半製品及び基板の反りは、チッ
プが上とすると、上に凸となる。
【００１３】
　例えばデジタルスチールカメラ或いは携帯電話等に使用されるパッケージでは、薄型化
が特に要求される。このため、チップをフリップチップ工法により基板に接続し、パッケ
ージを実装基板（図示略）に実装するためのＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）
ボールを基板の裏面に設けたタイプのパッケージが多く使用されるようになってきている
。
【００１４】
　パッケージが上に凸に反っていると、実装時にＢＧＡボールと実装基板との接続不良が
生じたり、或いは、実装時にＢＧＡボールと実装基板の十分な接続が行われなかったりす
るため、実装後のデバイスの信頼性が低下するといった問題がある。
【００１５】
　ここで、パッケージの実装時における不具合についてより詳しく説明する。パッケージ
を実装基板に実装する実装機は、パッケージを吸着保持する実装ツールとフラックス容器
とを有している。フラックス容器には、フラックスが貯留されている。実装の際には、実
装ツールによりパッケージを吸着保持し、ＢＧＡボールにフラックスを付着させるために
パッケージをフラックス容器に押し込む。パッケージの反りが大きいと、フラックスは、
すべてのＢＧＡボールには付着せず、一部のＢＧＡボールにしか付着しない。その状態で
パッケージを実装基板に実装すると、フラックスが付着していなかったＢＧＡボールと実
装基板との接続状態が不良となってしまい、パッケージと実装基板との電気的接続を適切
に行うことができない。このため、実装後のデバイスの歩留、並びに、実装後のデバイス
の品質を向上させるためには、パッケージの反り、つまりパッケージの反りの最大の要因
となっているフリップチップ接続時に生じる基板の反りを抑制することが重要な課題とな
っている。
【００１６】
　特に最近はチップの厚さ、チップの一辺の長さ、基板の厚さがそれぞれ６０μｍ～２０
０μｍ、５ｍｍ～１２ｍｍ、２００μｍ～４００μｍとなってきていることから、パッケ
ージの反りも１４ｍｍ×１４ｍｍのパッケージで１００μｍ～２００μｍと大きくなる場
合があり、それに伴いＢＧＡボールのコプラナリティも悪くなっている。このため、上述
したような実装時の問題が顕在化しつつある。特に、チップ厚１５０μｍ以下、チップサ
イズ８ｍｍ以上では、パッケージの実装時に無視できないほどの反りの大きさとなる。
【００１７】
　特許文献１には、チップ表面（回路面）と基板配線面（チップ接続面）とを向かい合わ
せてチップを基板にフリップチップ接続したパッケージが記載されている。このパッケー
ジにおいては、最外周のバンプで囲まれている領域である第１の領域に第１のアンダーフ
ィル樹脂が配置され、最外周のバンプの外側の領域である第２の領域に第２のアンダーフ
ィル樹脂が配置されている。そして、第１のアンダーフィル樹脂は、第２のアンダーフィ
ル樹脂よりも、含有する無機充填剤の含有量、最大粒径及び平均粒径の少なくとも１つが
小さい。
【００１８】
　特許文献１には、この構成により、第１の領域に配置される第１のアンダーフィル樹脂
は熱膨張係数が大きくなる一方で弾性率は小さくなるので、温度サイクルにより発生する
樹脂端部でのせん断歪みを小さくすることができる旨の記載がある。すなわち、特許文献
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１の技術では、チップと第１のアンダーフィル樹脂との間の残留応力をできるだけ緩和さ
せるために、第１のアンダーフィル樹脂の弾性率を小さく設定する。一方、チップの端部
と接触している第２のアンダーフィル樹脂の熱膨張係数は、熱応力による応力歪みの集中
を防ぐ為に小さく設定する。
【００１９】
　特許文献１には、このような構成により、チップと第１のアンダーフィル樹脂との間の
残留応力を小さくすることができるので、その残留応力によるチップの剥離の発生を抑制
でき、かつ熱膨張係数の差に起因するチップ端面の応力集中によるクラック等の問題をも
防ぐことができる旨の記載がある。
【００２０】
　特許文献１には、他に、バンプの外側に配置される第２のアンダーフィル樹脂の無機充
填剤の含有量を第１のアンダーフィル樹脂よりも大きくすることにより、水分の進入経路
を遮断することができ、耐湿性に関する信頼性が向上する点が記載されている。更に、特
許文献１には、バンプの内側に配置される第１のアンダーフィル樹脂のみの無機充填剤の
粒径を小さくすることにより、水分遮断効果を維持しつつチップの破壊を抑制でき、アン
ダーフィル樹脂の注入性も向上させることができる旨の記載がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２１】
【特許文献１】特開平０８－１９５４１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　特許文献１の技術では、チップ周辺部を覆うフィレットを構成する第２のアンダーフィ
ル樹脂は、チップ中央付近に配置する第１のアンダーフィル樹脂よりも、樹脂中に含有す
る無機充填剤の含有量、最大粒径、平均粒径の少なくとも１つを大きくする。このため、
フィレットを形成する第２のアンダーフィル樹脂の熱膨張係数はチップ中央部の第１のア
ンダーフィル樹脂の熱膨張係数よりも小さくなる。
【００２３】
　一方で、チップ周辺部に形成される第２のアンダーフィル樹脂のフィレットはアンダー
フィル樹脂の硬化時の温度では収縮応力は０であるが、硬化後に基板温度が常温に低下し
た際には、基板の熱膨張係数よりも第２のアンダーフィル樹脂の熱膨張係数が大きい場合
にはフィレットに収縮応力が発生するため多少の反り矯正効果がフィレットから基板に働
くことになる。
【００２４】
　しかしながら、特許文献１の技術では、第２のアンダーフィル樹脂の熱膨張係数はチッ
プ中央部の第１のアンダーフィル樹脂の熱膨張係数よりも小さいことから、基板の反り矯
正効果は小さくなってしまう。言い換えると、第２のアンダーフィル樹脂の代わりに最外
周のバンプの外側にも第１のアンダーフィル樹脂を使用した時、すなわち、アンダーフィ
ル樹脂中の無機充填剤の含有量、最大粒径、平均粒径を最外周のバンプの内部と外側で同
一とした時よりも基板反りの矯正効果が小さくなってしまい、パッケージの実装性や実装
後の信頼性は逆に低下することとなる。
【００２５】
　また、特許文献１の技術では、最外周バンプの内側と外側とで異なるアンダーフィル樹
脂を充填するが、熱膨張係数に差がある２種類のアンダーフィル樹脂が同一のバンプ接合
部に両側から接していると、接合部へ加わる応力は同一のアンダーフィル樹脂で接合部を
覆った時と異なるものとなり、アンダーフィル樹脂の組み合わせによっては接合部の破壊
につながる恐れがある。
【００２６】
　このように、基板の反りを抑制しその平坦性を高めること、及び、第１及び第２のアン
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ダーフィル樹脂の熱膨張係数差に起因してチップと基板との接合部に加わる応力を抑制す
ることは、困難だった。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　本発明は、基板と、
　複数のバンプを介して前記基板の一方の面に接続され、該一方の面に素子形成面が対向
している半導体チップと、
　前記半導体チップの前記素子形成面と前記基板の前記一方の面との間に充填されたアン
ダーフィル樹脂と、
　を有し、
　前記アンダーフィル樹脂は、
　前記複数のバンプのうち最外周に配置されている複数のバンプの配置領域及びその内側
に形成された第１のアンダーフィル樹脂と、
　前記第１のアンダーフィル樹脂の外側に形成された第２のアンダーフィル樹脂と、
　を含み、
　前記基板の熱膨張係数が前記第１のアンダーフィル樹脂の熱膨張係数よりも大きく、
　前記第２のアンダーフィル樹脂の熱膨張係数が前記第１のアンダーフィル樹脂の熱膨張
係数よりも大きいことを特徴とする半導体装置を提供する。
【００２８】
　この半導体装置によれば、基板の熱膨張係数が第１のアンダーフィル樹脂の熱膨張係数
よりも大きい場合に、外側の第２のアンダーフィル樹脂として、内側の第１のアンダーフ
ィル樹脂よりも熱膨張係数が大きいものを使用する。これにより、第２のアンダーフィル
樹脂による基板の反り矯正効果を高めることができるので、基板の平坦性を高めることが
できる。その結果、半導体装置の実装歩留、及び実装信頼性を向上させることが可能とな
る。
　また、第１のアンダーフィル樹脂は複数のバンプのうち最外周に配置されている複数の
バンプの配置領域及びその内側に形成されているので、バンプを含むチップと基板との接
合部は、同一のアンダーフィル樹脂すなわち第１のアンダーフィル樹脂により覆われるこ
ととなる。このことにより、熱膨張係数に差がある２種類のアンダーフィル樹脂が同一の
バンプ接合部に両側から接している場合とは異なり、アンダーフィル樹脂の熱膨張係数差
に起因して接合部に加わる応力を抑制できる。
【００２９】
　また、本発明は、半導体チップの素子形成面が、基板の一方の面に対向するように、複
数のバンプを介して前記基板に前記半導体チップを接続する第１工程と、
　前記半導体チップの前記素子形成面と前記基板の前記一方の面との間にアンダーフィル
樹脂を充填する第２工程と、
　を有し、
　前記第２工程は、
　前記複数のバンプのうち最外周に配置されている複数のバンプの配置領域及びその内側
に、前記基板よりも熱膨張係数が小さい第１のアンダーフィル樹脂を形成する第３工程と
、
　前記第１のアンダーフィル樹脂の外側に、前記第１のアンダーフィル樹脂よりも熱膨張
係数が大きい第２のアンダーフィル樹脂を形成する第４工程と、
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法を提供する。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、基板の反りを抑制しその平坦性を高めることができるとともに、第１
及び第２のアンダーフィル樹脂の熱膨張係数差に起因してチップと基板との接合部に加わ
る応力を抑制できる。
【図面の簡単な説明】



(7) JP 5250524 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

【００３１】
【図１】第１の実施形態に係る半導体装置を示す模式図であり、このうち（ａ）は正面断
面図、（ｂ）は平面図である。
【図２】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための一連の工程図（断
面図）である。
【図３】第２の実施形態に係る半導体装置を示す模式図であり、このうち（ａ）は正面断
面図、（ｂ）は平面図である。
【図４】第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための一連の工程図（断
面図）である。
【図５】第３の実施形態に係る半導体装置を示す模式図であり、このうち（ａ）は正面断
面図、（ｂ）は平面図である。
【図６】第４の実施形態に係る半導体装置を示す模式図であり、このうち（ａ）は正面断
面図、（ｂ）は平面図である。
【図７】第５の実施形態に係る半導体装置を示す模式図であり、このうち（ａ）は正面断
面図、（ｂ）は平面図である。
【図８】第６の実施形態に係る半導体装置を示す模式図であり、このうち（ａ）は正面断
面図、（ｂ）は平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。なお、すべての図面におい
て、同様の構成要素には同一の符号を付し、適宜に説明を省略する。
【００３３】
　〔第１の実施形態〕
　図１は第１の実施形態に係る半導体装置１０の構成を示す模式図であり、このうち図１
（ａ）は正面断面図、図１（ｂ）は平面図である。図２は第１の実施形態に係る半導体装
置の製造方法を説明するための一連の工程図（断面図）である。
【００３４】
　本実施形態に係る半導体装置１０は、基板１と、複数のバンプ３を介して基板１の一方
の面に接続され、該一方の面に素子形成面が対向している半導体チップ２と、半導体チッ
プ２の素子形成面と基板１の一方の面との間に充填されたアンダーフィル樹脂６と、を有
する。アンダーフィル樹脂６は、複数のバンプ３のうち最外周に配置されている複数のバ
ンプ３ａの配置領域及びその内側に形成された第１のアンダーフィル樹脂４と、第１のア
ンダーフィル樹脂４の外側に形成された第２のアンダーフィル樹脂５と、を含む。基板１
の熱膨張係数は第１のアンダーフィル樹脂４の熱膨張係数よりも大きい。第２のアンダー
フィル樹脂５の熱膨張係数は第１のアンダーフィル樹脂４の熱膨張係数よりも大きい。
　本実施形態に係る半導体装置の製造方法は、半導体チップ２の素子形成面が、基板１の
一方の面に対向するように、複数のバンプ３を介して基板１に半導体チップ２を接続する
第１工程と、半導体チップ２の素子形成面と基板１の一方の面との間にアンダーフィル樹
脂６を充填する第２工程と、を有する。第２工程は、複数のバンプ３のうち最外周に配置
されている複数のバンプ３ａの配置領域及びその内側に、基板１よりも熱膨張係数が小さ
い第１のアンダーフィル樹脂４を形成する第３工程と、第１のアンダーフィル樹脂４の外
側に、第１のアンダーフィル樹脂４よりも熱膨張係数が大きい第２のアンダーフィル樹脂
５を形成する第４工程と、を含む。
　以下、詳細に説明する。
【００３５】
　先ず、半導体装置１０の構成を説明する。
【００３６】
　図１に示すように、本実施形態に係る半導体装置１０は、基板１と、半導体チップ（以
下、チップ）２と、アンダーフィル樹脂６と、を有している。
【００３７】
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　チップ２としては、例えば、シリコン基板上に拡散層及び配線層が形成され、配線上に
は電極パッド部が形成され、その電極パッド部には基板１との電気的接続を行うためのバ
ンプ３が予め形成されているものを想定している。チップ２において、拡散層、配線層（
配線を含む）、電極パッド部及びバンプ３が形成されている方の面（図１（ａ）の下面）
は、素子形成面を構成している。なお、本実施形態の場合、バンプ３は、チップ２の素子
形成面上において、例えば、マトリクス状に、ほぼ満遍なく配置されている。すなわち、
本実施形態の場合、バンプ３は、例えばいわゆるエリア配置されている（図１（ｂ）参照
）。
【００３８】
　バンプ３としては、例えば、共晶はんだ、鉛フリーはんだ、Ａｕ、Ｃｕ、或いはこれら
の複合体を用いることができるが、チップ２と基板１との電気的接続が可能であれば、そ
の他の材質のバンプ３を適用しても良い。
【００３９】
　また、本実施形態では、チップ２に予めバンプ３が形成されている形態を例示するが、
チップ２ではなく基板１の電極パッドに予めバンプ３が形成されていても良いし、或いは
、チップ２と基板１の電極パッドの両方に予めバンプ３が形成されていても良い。
【００４０】
　基板１としては、例えば、ガラスエポキシ等の有機基板に配線が形成された配線基板を
用いることができるが、ポリイミドテープなどにめっきで配線が形成された配線基板を用
いても良い。
【００４１】
　チップ２は、その素子形成面が基板１の一方の面（配線が形成されている面）と対向す
るように、複数のバンプ３を介して基板１の一方の面に接続（フリップチップ接続）され
ている。
【００４２】
　フリップチップ接続されたチップ２と基板１との隙間は、バンプ３の高さにもよるが、
一般的には、例えば、５μｍ～１００μｍ程度となる。
【００４３】
　チップ２の素子形成面と基板１の一方の面との間、及び、隣り合うバンプ３間すなわち
隣り合う接合部間には、アンダーフィル樹脂６が充填されている。
【００４４】
　アンダーフィル樹脂６は、第１のアンダーフィル樹脂４と、第２のアンダーフィル樹脂
５と、を含む。
【００４５】
　第１のアンダーフィル樹脂４の熱膨張係数は、基板１の熱膨張係数よりも小さい。逆に
言えば、基板１の熱膨張係数は、第１のアンダーフィル樹脂４の熱膨張係数よりも大きい
。
【００４６】
　第１のアンダーフィル樹脂４は、複数のバンプ３のうち最外周に配置されている複数の
バンプ３ａの配置領域及びその内側に形成されている。第２のアンダーフィル樹脂５は、
第１のアンダーフィル樹脂４の外側（基板１及びチップ２に沿う方向において外側）に形
成されている。
【００４７】
　このため、第１のアンダーフィル樹脂４は、複数のバンプ３の各々を覆っている。一方
、第２のアンダーフィル樹脂５は、バンプ３に接することなく、第１のアンダーフィル樹
脂４の外側を覆っている。なお、第２のアンダーフィル樹脂５は、例えば、チップ２の端
部（外周部）も覆っている。
【００４８】
　ここで、本実施形態の場合、第２のアンダーフィル樹脂５は、例えば、図１に示すよう
に、チップ２と基板１との間に（チップ２の外周端よりも内側に）は入り込んでいないこ
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とが一例として挙げられる。この場合、第２のアンダーフィル樹脂５に限って言えば、チ
ップ２の素子形成面と基板１の一方の面との間には充填されていない構成となる。
【００４９】
　なお、本実施形態の場合も、第２のアンダーフィル樹脂５は、チップ２と基板１との間
に（チップ２の外周端よりも内側に）入り込んでいても良い。すなわち、第２のアンダー
フィル樹脂５も、チップ２の素子形成面と基板１の一方の面との間に充填されていても良
い。ただし、第２のアンダーフィル樹脂５をバンプ３すなわち接合部に直接接触させてし
まうと、第１のアンダーフィル樹脂４と第２のアンダーフィル樹脂５との熱膨張係数差に
よって生じる応力を接合部に加えてしまう。このため、第２のアンダーフィル樹脂５は、
バンプ３すなわち接合部には接触させないこととする。
【００５０】
　なお、第１のアンダーフィル樹脂４は接合部を保護するために、第１のアンダーフィル
樹脂４としては熱膨張係数が小さく高弾性率のものを用いる。一方、第２のアンダーフィ
ル樹脂５としては、第１のアンダーフィル樹脂４よりも熱膨張係数が大きいものを用いる
。
【００５１】
　第２のアンダーフィル樹脂５の弾性率については第１のアンダーフィル樹脂４よりも大
きい方が反り矯正効果は大きくなる。しかし、熱膨張係数を大きくすると弾性率は若干低
下する傾向にある。第２のアンダーフィル樹脂５については、例えば、弾性率を大きくす
ることよりも、熱膨張係数を大きくすることによって熱収縮応力を大きくさせることを優
先させることが好ましい。
【００５２】
　第２のアンダーフィル樹脂５の熱膨張係数は、例えば、α１＞４０ｐｐｍ／℃、α２＞
１５０ｐｐｍ／℃とすることが挙げられる。第２のアンダーフィル樹脂５のこのような特
性を得る手法としては、例えば、第２のアンダーフィル樹脂５における無機充填剤の含有
比率（重量％）を第１のアンダーフィル樹脂４よりも小さくすること、或いは、第２のア
ンダーフィル樹脂５が含有する無機充填材の粒径（平均粒径、最大粒径等）を第１のアン
ダーフィル樹脂４よりも小さくすることが挙げられる。
【００５３】
　本実施形態においては、第１のアンダーフィル樹脂４と比較して第２のアンダーフィル
樹脂５の熱膨張係数が大きくなることにより、第１のアンダーフィル樹脂４と比較して第
２のアンダーフィル樹脂５の熱収縮応力が大きくなる。その結果、第２のアンダーフィル
樹脂５による基板１の反り矯正効果を特許文献１の場合と比べて高めることができるので
、基板１の反りを特許文献１の場合と比べて小さくできる。よって、例えばＢＧＡ（Ｂａ
ｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）ボール７のコプラナリティも小さくでき、実装時の不具合
の発生を好適に抑制できる。
【００５４】
　なお、チップ２の周囲に形成されるアンダーフィル樹脂６のはみ出し部（チップ２と基
板１との間からはみ出している部分）は、一般に、フィレットと呼ばれる。本実施形態の
場合、例えば、第１及び第２のアンダーフィル樹脂４、５の一部分ずつがフィレット６ａ
を構成している。
【００５５】
　次に、本実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明する。
【００５６】
　図２はこの製造方法を説明するための一連の工程図（断面図）である。この製造方法に
は、例えば、図２（ａ）に示す実装機を用いる。この実装機は、基板加熱ステージ１１と
、チップ加熱ツール１２と、を有している。基板加熱ステージ１１は、該基板加熱ステー
ジ１１上に載置された基板１を加熱する。チップ加熱ツール１２は、該チップ加熱ツール
１２の下面側においてチップ２を吸着保持することが可能である。このチップ加熱ツール
１２は、図示しない昇降機構によって昇降可能とされている。また、このチップ加熱ツー
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ル１２は、保持したチップ２を加熱する。
【００５７】
　先ず、図２（ａ）に示すように、基板１をその配線面を上向きにして基板加熱ステージ
１１上に載置する。一方、表面（配線面）に予めバンプ３が形成されたチップ２を、その
配線面を下向きにしてチップ加熱ツール１２によって吸着保持する。この状態で、チップ
加熱ツール１２を基板１に向けて下降させることにより、チップ２のバンプ３を基板１の
配線上の電極パッド（いずれも図示略）に加圧接触させる。更に、この状態で、チップ加
熱ツール１２によってチップ２を、基板加熱ステージ１１によって基板１を、それぞれ加
熱する。
【００５８】
　これにより、図２（ｂ）に示すように、チップ２がバンプ３を介して基板１に対しフリ
ップ接続される。この状態では、チップ２と基板１との熱膨張係数の差に起因して、チッ
プ２を上とすると、基板１は上に凸の反りとなる。すなわち、基板１の方がチップ２より
も熱膨張係数が大きいため、基板１の熱収縮応力の方がチップ２の熱収縮応力よりも大き
く、基板１は上に凸の反りとなる。
【００５９】
　次に、図２（ｃ）に示すように、第１のアンダーフィル樹脂４を基板１とチップ２との
間に注入する。この注入は、例えば、ニードル等からなる注入ノズル１３を介して行う。
また、この注入動作は、例えば、第１の注入ノズル１３をチップ２の何れか１つの辺、又
は、互いに隣り合う２つの辺に沿って移動させながら、第１の注入ノズル１３から第１の
アンダーフィル樹脂４を吐出することにより行う。なお、注入ノズル１３をチップ２の周
囲の１箇所に固定したままで、第１の注入ノズル１３から第１のアンダーフィル樹脂４を
吐出することにより、注入動作を行っても良い。
【００６０】
　ここで、バンプ３の種類、フリップチップ接合の際のフラックスの使用の有無、またそ
のフラックスの種類によって、第１のアンダーフィル樹脂４の注入処理の前処理として、
フラックス洗浄、基板乾燥、プラズマ洗浄のいずれかまたは全てを、必要に応じて適宜に
実施する。
【００６１】
　第１のアンダーフィル樹脂４の注入は、バンプ３の各々を覆うように行う。ただし、チ
ップ２の周辺への第１のアンダーフィル樹脂４のはみ出し量が多いと後で注入する第２の
アンダーフィル樹脂５の量が相対的に減ることになり、第２のアンダーフィル樹脂５の熱
収縮応力による反りの抑制効果が小さくなってしまう。このため、第１のアンダーフィル
樹脂４のはみ出し量はなるべく小さくすることが好ましい。例えば、チップ２の端面から
の第１のアンダーフィル樹脂４のはみ出し幅Ｗ（図１（ａ））の最大値は８００μｍ以下
に抑えることが好ましい。
【００６２】
　次に、図２（ｄ）に示すように、第２のアンダーフィル樹脂５を第１のアンダーフィル
樹脂４の周囲（外側）に塗布し形成する。この形成動作も、例えば、ニードル等からなる
第２の注入ノズル１４を介して行う。この形成動作は、例えば、第２の注入ノズル１４を
チップ２の４辺に沿って移動させながら、第２の注入ノズル１４から第２のアンダーフィ
ル樹脂５を吐出することにより行う。
【００６３】
　なお、第２のアンダーフィル樹脂５の形成の前処理として、第１のアンダーフィル樹脂
４の硬化や、該硬化後のプラズマ洗浄を実施しても良い。
【００６４】
　次に、第２のアンダーフィル樹脂５の硬化、又は、第１及び第２のアンダーフィル樹脂
４、５の硬化を行う。これにより、図２（ｅ）に示す構造体が得られる。
【００６５】
　ここで、第１及び第２のアンダーフィル樹脂４、５の硬化は、例えば、大気中或いは窒
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素雰囲気での１００℃～２００℃程度の熱硬化とすることができる。ただし、第１のアン
ダーフィル樹脂４については紫外線等で硬化する樹脂を用いても良く、その場合の硬化は
紫外線等の照射により行うことができる。
【００６６】
　図２（ｅ）の段階では既に特許文献１の半導体装置の場合と比べて基板１の反りが小さ
いものとなっており、その反りは最終的に製造される半導体装置１０にも承継される。
【００６７】
　図２（ｅ）の後で、基板１の裏面にＢＧＡボール７（図１）を取り付けることにより、
図１に示す半導体装置１０が得られる。
【００６８】
　次に、このような半導体装置１０を実装基板（図示略）上に実装する方法を説明する。
【００６９】
　半導体装置１０を実装するには、実装機の実装ツールにより半導体装置を吸着保持し、
ＢＧＡボール７にフラックスを付着させるため、半導体装置１０を実装機のフラックス容
器（図示略）に押し込む。なお、フラックス容器には予めフラックスが貯留されている。
【００７０】
　本実施形態の場合、基板１、ひいては半導体装置１０の反りが十分に抑制されているた
め、各ＢＧＡボール７にフラックスを容易且つ均一に付着させることができる。よって、
各ＢＧＡボール７と実装基板とが良好な接続状態となるように、半導体装置１０を実装基
板に実装することができる。
【００７１】
　よって、実装後のデバイスの歩留、並びに、実装後のデバイスの品質を向上させること
ができる。
【００７２】
　以上のような第１の実施形態によれば、基板１の熱膨張係数が第１のアンダーフィル樹
脂４の熱膨張係数よりも大きい場合に、第２のアンダーフィル樹脂５の熱収縮応力の大き
さを第１のアンダーフィル樹脂４よりも大きくすることにより、特許文献１の技術と比べ
てフリップチップ接続によって生じた基板１の反りを常温時において矯正する力が強くな
る。よって、基板１の平坦度を向上できるので、半導体装置１０の実装を好適に実施でき
るようになる。具体的には、例えば、基板１に形成されたＢＧＡボール７のコプラナリテ
ィを小さくできるので、半導体装置１０の実装時に各ＢＧＡボール７へフラックスを均一
に付着させることができ、好適な実装が可能となる。これにより、半導体装置１０の実装
不良の発生を抑制できるので、半導体装置１０の実装信頼性が向上する。
【００７３】
　また、第１のアンダーフィル樹脂４は複数のバンプ３のうち最外周に配置されている複
数のバンプ３ａの配置領域及びその内側に形成されているので、バンプ３ａを含むチップ
２と基板１との接合部は、同一のアンダーフィル樹脂すなわち第１のアンダーフィル樹脂
４により覆われることとなる。このことにより、熱膨張係数に差がある２種類のアンダー
フィル樹脂が同一のバンプ接合部に両側から接している場合とは異なり、アンダーフィル
樹脂の熱膨張係数差に起因して接合部に加わる応力を抑制することができる。
【００７４】
　このように、本実施形態では、第１及び第２のアンダーフィル樹脂４、５の特性を異な
らせることにより、基板１の反りを改善できるとともに、接合部の保護を好適に行うこと
ができる。つまりチップ２と基板１との間の電気的接続の信頼性と、半導体装置１０の実
装信頼性とを両立させることが可能となる。
【００７５】
　〔第２の実施形態〕
　図３は第２の実施形態に係る半導体装置２０を示す模式図であり、このうち（ａ）は正
面断面図、（ｂ）は平面図である。図４は第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を
説明するための一連の工程図（断面図）である。
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【００７６】
　本実施形態に係る半導体装置２０は、その製造方法が第１の実施形態と相違する。すな
わち、本実施形態の場合、フリップチップ接続前に第１のアンダーフィル樹脂４を基板１
上へ供給（配置）しておき、フリップチップ接合後に第２のアンダーフィル樹脂５を供給
する。このため、第１のアンダーフィル樹脂４としては、上記の第１の実施形態で想定し
ている液状の樹脂だけでなく、フィルム状に形成されている樹脂も用いることができる。
【００７７】
　次に、図４を参照して、本実施形態の場合の半導体装置の製造方法をより詳細に説明す
る。
【００７８】
　図４（ａ）は基板１をその配線面を上向きにして基板加熱ステージ１１上に載置した状
態を示す。本実施形態の場合、フリップチップ接続前に、例えばフィルム状の樹脂８を基
板１の配線面上に貼り付ける。なお、樹脂８を基板１に貼り付けるタイミングは、基板１
を基板加熱ステージ１１上に配置する前でも後でも良い。樹脂８は、後に第１のアンダー
フィル樹脂４を構成する。
【００７９】
　次に、図４（ｂ）に示すように、表面（配線面）に予めバンプ３が形成されたチップ２
を、その配線面を下向きにしてチップ加熱ツール１２によって吸着保持し、チップ加熱ツ
ール１２を基板１に向けて下降させる。これにより、チップ２のバンプ３を基板１の配線
上の電極パッド（いずれも図示略）に加圧接触させる。更に、この状態で、チップ加熱ツ
ール１２によってチップ２を、基板加熱ステージ１１によって基板１を、それぞれ加熱す
る。
【００８０】
　これにより、図４（ｃ）に示すように、チップ２がバンプ３を介して基板１に対しフリ
ップ接続される。また、このようにフリップチップ接続がなされるとともに、樹脂８が溶
融する結果、第１のアンダーフィル樹脂４が基板１とチップ２との間に充填された状態と
なる。なお、樹脂８の量は、バンプ３の各々が第１のアンダーフィル樹脂４によって覆わ
れることとなるように、予め適切に設定しておく。
【００８１】
　なお、本実施形態の場合、樹脂８がフィルム状である例に限らず、樹脂８は液状の樹脂
を塗布したもの、或いは、液状の樹脂を塗布及び半硬化させたものであっても良い。
【００８２】
　ここで、図４（ｃ）では、第１のアンダーフィル樹脂４がチップ２の端面よりも内側に
収まっている例を示している。この例では、フィレット６ａは、第２のアンダーフィル樹
脂５の一部分により構成される（図４（ｄ））。ただし、樹脂８の供給量、或いはプロセ
ス条件によっては第１のアンダーフィル樹脂４がチップ２の端面よりも外側にはみ出した
形態となることもある。この場合、第１の実施形態と同様に、フィレット６ａは、第１及
び第２のアンダーフィル樹脂４、５の一部分ずつにより構成される。ただし、第１の実施
形態で説明したように、チップ２の端面からの第１のアンダーフィル樹脂４のはみ出し量
は小さい方が好ましい。
【００８３】
　このようにフリップチップ接続が行われた状態では、チップ２と基板１との熱膨張係数
の差に起因して、チップ２を上とすると、基板１は上に凸の反りとなる。すなわち、基板
１の方がチップ２よりも熱膨張係数が大きいため、基板１の熱収縮応力の方がチップ２の
熱収縮応力よりも大きく、基板１は上に凸の反りとなる。
【００８４】
　次に、図４（ｄ）に示すように、第２のアンダーフィル樹脂５を塗布形成する。第２の
アンダーフィル樹脂５の形成の仕方は第１の実施形態と同様である。第２のアンダーフィ
ル樹脂５の形成前に、第１のアンダーフィル樹脂４の硬化やプラズマ洗浄等の前処理を行
っても良い点についても、第１の実施形態と同様である。
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【００８５】
　次に、第１の実施形態と同様に、第２のアンダーフィル樹脂５の硬化、又は、第１及び
第２のアンダーフィル樹脂４、５の硬化を行う。これにより、図４（ｅ）に示す構造体が
得られる。
【００８６】
　図４（ｅ）の段階では、第１の実施形態と同様に、特許文献１の半導体装置の場合と比
べて基板１の反りが小さいものとなっており、その反りは最終的に製造される半導体装置
２０にも承継される。
【００８７】
　図４（ｅ）の後で、基板１の裏面にＢＧＡボール７（図３（ａ））を取り付けることに
より、図３に示す半導体装置２０が得られる。
【００８８】
　以上のような第２の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果が得られる他に、
以下の効果が得られる。
【００８９】
　すなわち、上記の第１の実施形態ではチップ２と基板１との間の空隙が狭い場合、特に
チップ２と基板１との間の空隙が２０μｍ未満となるような半導体装置２０においては、
第１のアンダーフィル樹脂４の注入作業の難易度が上がるため、例えばチップ２の下面に
ボイド（気泡）が発生しやすくなる場合がある。これに対し、第２の実施形態では、予め
基板１に樹脂８を供給しておくため、ボイドの発生を好適に抑制しつつ、第１のアンダー
フィル樹脂４をチップ２と基板１との間に充填することができる。
【００９０】
　同様に、上記の第１の実施形態の場合には、接合部のピッチ（バンプ３のピッチ）が狭
い場合には、液状の第１のアンダーフィル樹脂４を接合部間に十分に行き渡らせることが
困難となる場合がある。これに対し、第２の実施形態では、予め基板１に樹脂８を供給し
ておくため、狭ピッチの接合部間にも第１のアンダーフィル樹脂４を容易且つ十分に充填
することができる。特に、フィルム状の樹脂８を予め基板１上に供給（貼り付け）してお
く場合は顕著にその効果が得られる。
【００９１】
　〔第３の実施形態〕
　図５は第３の実施形態に係る半導体装置３０を示す模式図であり、このうち（ａ）は正
面断面図、（ｂ）は平面図である。
【００９２】
　図５に示すように、本実施形態の場合、バンプ３の配列が第１の実施形態とは相違して
いる。第１及び第２の実施形態では、バンプ３がチップ２の面内において、いわゆるエリ
ア配置されている例を説明したが、本実施形態では、バンプ３は、チップ２の周縁部に沿
って配置されている（いわゆる周辺配置されている）。
【００９３】
　本実施形態に係る半導体装置３０は、その他の点は第１又は第２の実施形態と同様であ
り、得られる効果も第１又は第２の実施形態と同様である。
【００９４】
　〔第４の実施形態〕
　図６は第４の実施形態に係る半導体装置４０を示す模式図であり、このうち（ａ）は正
面断面図、（ｂ）は平面図である。なお、図６（ｂ）では、各構成要素の位置関係が分か
りやすくなるように、封止樹脂４１の図示を省略している。
【００９５】
　図６に示すように、本実施形態に係る半導体装置４０は、封止樹脂４１を有している。
すなわち、本実施形態の場合、半導体装置４０は、チップ２及びアンダーフィル樹脂６（
アンダーフィル樹脂６においてチップ２と基板１との間からはみ出している部分）を封止
する片面封止型の封止樹脂４１を有している。この封止樹脂４１は、チップ２及びアンダ
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ーフィル樹脂６（アンダーフィル樹脂６においてチップ２と基板１との間からはみ出して
いる部分）を覆うように、基板１上に形成されている。
【００９６】
　ここで、封止樹脂４１としては、熱硬化性であり、且つ、その熱膨張係数が基板１の熱
膨張係数よりも大きいものを用いることが好ましい。このようにすることにより、封止樹
脂４１の熱硬化後に封止樹脂４１が常温に冷却された際において、基板１の反り矯正効果
を第１の実施形態よりも高めることができる。
【００９７】
　本実施形態に係る半導体装置４０は、その他の点では、第１又は第２の実施形態に係る
半導体装置１０、２０（図１、図３）と同様に構成されている。
【００９８】
　第４の実施形態によれば、第１又は第２の実施形態と同様の効果が得られる。
【００９９】
　また、本実施形態の場合、封止樹脂４１として、熱硬化性であり、且つ、その熱膨張係
数が基板１の熱膨張係数よりも大きいものを用いることにより、基板１の反り矯正効果を
第１及び第２の実施形態よりも高めることができ、基板１の平坦性を第１及び第２の実施
形態よりも高めることができる。
【０１００】
　〔第５の実施形態〕
　図７は第５の実施形態に係る半導体装置５０を示す模式図であり、このうち（ａ）は正
面断面図、（ｂ）は平面図である。なお、図７（ｂ）では、各構成要素の位置関係が分か
りやすくなるように、封止樹脂５３の図示を省略している。
【０１０１】
　図７に示すように、本実施形態に係る半導体装置５０では、チップ２の裏面（素子形成
面とは反対側の面）に第２のチップ５１を搭載している。第２のチップ５１と基板１との
電気的接続はＡｕ或いはＣｕ等の金属細線すなわちボンディングワイヤ５２を使用したワ
イヤボンディングにより行っている。
【０１０２】
　また、ボンディングワイヤ５２及びその接続部、すなわちワイヤボンディング部を外部
環境から保護するため、片面封止型の封止樹脂５３により半導体装置５０の上面側を封止
している。すなわち、封止樹脂５３は、チップ２、アンダーフィル樹脂６（アンダーフィ
ル樹脂６においてチップ２と基板１との間からはみ出している部分）、第２のチップ５１
、及び、ワイヤボンディング部（ボンディングワイヤ５２及びその接続部）を覆うように
、基板１上に形成されている。
【０１０３】
　なお、本実施形態の場合も、第４の実施形態と同様に、封止樹脂５３としては、熱硬化
性であり、且つ、その熱膨張係数が基板１の熱膨張係数よりも大きいものを用いることが
好ましい。このようにすることにより、封止樹脂５３の熱硬化後に封止樹脂５３が常温に
冷却された際において、基板１の反り矯正効果を第１及び第２の実施形態よりも高めるこ
とができる。
【０１０４】
　本実施形態に係る半導体装置５０は、その他の点では、第１又は第２の実施形態に係る
半導体装置１０、２０（図１、図３）と同様に構成されている。
【０１０５】
　第５の実施形態によれば、第１又は第２の実施形態と同様の効果が得られる。
【０１０６】
　また、本実施形態の場合、封止樹脂５３として、熱硬化性であり、且つ、その熱膨張係
数が基板１の熱膨張係数よりも大きいものを用いることにより、基板１の反り矯正効果を
第１及び第２の実施形態よりも高めることができ、基板１の平坦性を第１及び第２の実施
形態よりも高めることができる。
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【０１０７】
　〔第６の実施形態〕
　図８は第６の実施形態に係る半導体装置６０を示す模式図であり、このうち（ａ）は正
面断面図、（ｂ）は平面図である。なお、図８（ｂ）では、各構成要素の位置関係が分か
りやすくなるように、封止樹脂５３の図示を省略している。
【０１０８】
　図８に示すように、本実施形態の場合、第２のアンダーフィル樹脂５は、第１のアンダ
ーフィル樹脂４の外側からチップ２の上面に亘って形成されている。そして、第２のアン
ダーフィル樹脂５は、例えば、第２のチップ５１の近傍まで、又は、第２のチップ５１の
端面までチップ２を覆っている。図８では、第２のアンダーフィル樹脂５が第２のチップ
５１の端面まで覆っている例を示している。
【０１０９】
　本実施形態の場合、例えば、第２のアンダーフィル樹脂５の熱膨張係数が封止樹脂５３
の熱膨張係数よりも大きいことが好ましい。このようにすることにより、封止樹脂５３の
熱収縮応力よりも第２のアンダーフィル樹脂５の熱収縮応力の方が大きくなるため、第５
の実施形態の場合よりも基板１の反り矯正効果を高めることができる。
【０１１０】
　本実施形態に係る半導体装置６０は、その他の点では、第５の実施形態に係る半導体装
置５０（図７）と同様に構成されている。
【０１１１】
　第６の実施形態によれば、第５の実施形態と同様の効果が得られる。
【０１１２】
　また、本実施形態の場合、第２のアンダーフィル樹脂５の熱膨張係数を封止樹脂５３の
熱膨張係数よりも大きくすることにより、基板１の反り矯正効果を第５の実施形態よりも
高めることができ、基板１の平坦性を第５の実施形態よりも高めることができる。
【０１１３】
　なお、上記の第２の実施形態では樹脂８を予め基板１上へ供給して（設けて）おく例を
説明したが、チップ２の素子形成面に予め供給して（設けて）おいても良い。チップ２の
素子形成面に予め設けるには、例えば、フィルム状の樹脂８を貼り付けるか、又は、液状
の樹脂を塗布及び半硬化させると良い。なお、基板１とチップ２との双方に予め供給して
（設けて）おいても良い。
【０１１４】
　また、第５及び第６の実施形態では、第２のチップ５１が１つ（１層）である例を説明
したが、フリップチップ接続されるチップ２上に複数の第２のチップを積層させても良く
、この場合も、第５又は第６の実施形態と同様の効果が得られる。
【０１１５】
　また、第４の実施形態（図６）の場合にも、第６の実施形態（図８）と同様に、第２の
アンダーフィル樹脂５を第１のアンダーフィル樹脂４の外側からチップ２の上面に亘って
形成しても良い。この場合に、第６の実施形態と同様に、第２のアンダーフィル樹脂５の
熱膨張係数を封止樹脂４１の熱膨張係数よりも大きくすることにより、基板１の反り矯正
効果を上述した第４の実施形態の場合よりも高めることができ、基板１の平坦性を上述し
た第４の実施形態よりも高めることができる。
　以下、参考形態の例を付記する。
（１）
　基板と、
　複数のバンプを介して前記基板の一方の面に接続され、該一方の面に素子形成面が対向
している半導体チップと、
　前記半導体チップの前記素子形成面と前記基板の前記一方の面との間に充填されたアン
ダーフィル樹脂と、
　を有し、
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　前記アンダーフィル樹脂は、
　前記複数のバンプのうち最外周に配置されている複数のバンプの配置領域及びその内側
に形成された第１のアンダーフィル樹脂と、
　前記第１のアンダーフィル樹脂の外側に形成された第２のアンダーフィル樹脂と、
　を含み、
　前記基板の熱膨張係数が前記第１のアンダーフィル樹脂の熱膨張係数よりも大きく、
　前記第２のアンダーフィル樹脂の熱膨張係数が前記第１のアンダーフィル樹脂の熱膨張
係数よりも大きいことを特徴とする半導体装置。
（２）
　前記チップ及び前記アンダーフィル樹脂を封止する片面封止型の封止樹脂を有し、
　前記封止樹脂は、熱硬化性であり、且つ、その熱膨張係数が前記基板の熱膨張係数より
も大きいことを特徴とする（１）に記載の半導体装置。
（３）
　前記第２のアンダーフィル樹脂が前記第１のアンダーフィル樹脂の外側から前記チップ
の上面に亘って形成され、
　前記第２のアンダーフィル樹脂の熱膨張係数が前記封止樹脂の熱膨張係数よりも大きい
ことを特徴とする（２）に記載の半導体装置。
（４）
　前記チップ上に積層された１つ以上の第２のチップを有し、
　前記封止樹脂は、前記第２のチップも封止しており、
　前記第２のアンダーフィル樹脂が前記第１のアンダーフィル樹脂の外側から前記チップ
の上面に亘って形成され、
　前記第２のアンダーフィル樹脂の熱膨張係数が前記封止樹脂の熱膨張係数よりも大きい
ことを特徴とする（２）に記載の半導体装置。
（５）
　前記第１のアンダーフィル樹脂が前記チップの端面よりも外側にはみだしており、
　前記チップからの前記第１のアンダーフィル樹脂のはみ出し幅の最大値が８００μｍ以
下であることを特徴とする（１）乃至（４）の何れか１つに記載の半導体装置。
（６）
　前記第１のアンダーフィル樹脂が前記チップの端面よりも内側に収まっていることを特
徴とする（１）乃至（４）の何れか１つに記載の半導体装置。
（７）
　半導体チップの素子形成面が、基板の一方の面に対向するように、複数のバンプを介し
て前記基板に前記半導体チップを接続する第１工程と、
　前記半導体チップの前記素子形成面と前記基板の前記一方の面との間にアンダーフィル
樹脂を充填する第２工程と、
　を有し、
　前記第２工程は、
　前記複数のバンプのうち最外周に配置されている複数のバンプの配置領域及びその内側
に、前記基板よりも熱膨張係数が小さい第１のアンダーフィル樹脂を形成する第３工程と
、
　前記第１のアンダーフィル樹脂の外側に、前記第１のアンダーフィル樹脂よりも熱膨張
係数が大きい第２のアンダーフィル樹脂を形成する第４工程と、
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
（８）
　前記第３工程は、前記第１工程の後で、前記素子形成面と前記一方の面との間に前記第
１のアンダーフィル樹脂を注入する工程であることを特徴とする（７）に記載の半導体装
置の製造方法。
（９）
　前記第３工程は、
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　前記第１工程の前に、前記素子形成面と前記一方の面とのうちの少なくとも何れか一方
に、前記第１のアンダーフィル樹脂の構成材料を配置する工程を含むことを特徴とする（
７）に記載の半導体装置の製造方法。
（１０）
　前記第１のアンダーフィル樹脂の前記構成材料は、フィルム状の樹脂であることを特徴
とする（９）に記載の半導体装置の製造方法。
【符号の説明】
【０１１６】
１ 基板
２ 半導体チップ
３ バンプ
３ａ バンプ（最外周に配置されているバンプ）
４ 第１のアンダーフィル樹脂
５ 第２のアンダーフィル樹脂
６ アンダーフィル樹脂
７ ＢＧＡボール
８ 樹脂
１０ 半導体装置
１１ 基板加熱ステージ
１２ チップ加熱ツール
１３ 第１の注入ノズル
１４ 第２の注入ノズル
２０ 半導体装置
３０ 半導体装置
４０ 半導体装置
４１ 封止樹脂
５０ 半導体装置
５１ 第２のチップ
５２ ボンディングワイヤ
５３ 封止樹脂
６０ 半導体装置
Ｗ はみ出し幅
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